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（４）地域福祉的な見守りネットワーク構築 

① 地域ケア体制の推進 
要援護高齢者や一人暮らし高齢者が、安心して在宅の生活が送れるよう、在宅介護支

援センターが連絡調整し、地域住民と共に高齢者の地域ケア体制を推進します。 
 

② 緊急通報装置設置事業 
在宅で一人暮しの高齢者の不安を解消するために、急病や事故などの緊急時や災害の

発生時に、迅速に適切な救急体制が取れるように、緊急通報機能の付いた電話機を貸与

します。 
 

●基本方針６ 

都心部における若年ファミリーの定住誘導及び子供世帯との隣居・同居の支援 

都心部は、公共交通が利用は比較的便利で、公共公益施設や商店等が整っており、歩いて暮らせ

る等高齢者が住みやすい面があります。その一方で、若年層が転出し高齢化が急速に進んでいます。

子供世帯が地域に残ることで、親世代である高齢者は安心して住みつづけられます。また、都心

部において若年層が定住し、新規に転入してくることは、地域の維持・活性化を促し、生活しやす

い住環境の維持創出にもつながると考えられます。 
このため、都心部において、老朽化等により若年世帯には住みにくくなった住宅の建替えや改修

を円滑に行い、また、低廉な家賃の賃貸住宅の供給を推進することで、高齢者と子供世帯との同居・

隣居、あるいは、若年層の定住を促し、住みやすい地域づくりを進めていきます。 
 

（１）都心部におけるファミリー向け住宅の供給誘導と住宅取得支援 

① ファミリー向け住宅供給への支援 （新規） 
都心部の分譲住宅や賃貸住宅等若年ファミリーのための住宅の建設や取得に対する

支援を検討します。 
 

② 親子同居の支援 （新規） 
都心部において親子同居を目的に老人室のある住宅を取得あるいは建設したり、既存

住宅を改修したりする場合の支援について検討します。 
 

（２）都心居住モデル事業の検討 

① 都心型住宅のモデル事業検討 （新規） 
低未利用地を活用した都心型住宅のモデル事業を検討します。地主や住宅事業者への

情報提供を行うことで、都心部における住宅供給を誘導していきます。 
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●基本方針７ 

交流の拠点創出 

高齢者世帯を対象としたアンケートからは、将来の不安として、健康への不安、孤独になること

への不安等があげられています。このような心理面の不安を和らげるために、地域コミュニティと

の交流により高齢者が孤立しないようにする必要があります。 
住環境整備と関連した取り組みや、住宅ストックの活用によって、地域の交流拠点を整備し、高

齢になっても地域コミュニティとの連携が図れる仕組みを育成していきます。 
 

（１）空き店舗を利用した交流拠点の整備 

① 空き店舗を利用した交流拠点整備 
商店街等と協働して都心部における高齢者の交流拠点となる地域利用施設を整備します。 

 
 

（２）空き家を利用した小規模ケア施設等の整備 

① 空き家を利用した小規模ケア施設整備支援 
高齢者が住み替える場合等に、空き家となる広い住宅を、小規模ケア施設として利用し、

建物の改修費用の一部を助成します。 
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（参考）情報提供の例 
先進的な地方自治体では、住まいに関する様々な情報を得ら

れる「住情報センター」を開設しています。相談窓口や住まい

に関するライブラリー、設備機器の展示、バリアフリー体験の

できる空間の設置されているものもあります。様々なテーマで

住まいに関するシンポジウムなども開かれます。 

また、インターネットの普及により、ホームページから得ら

れる情報も充実してきています。地方自治体や地方住宅供給公

社などのホームページでは様々な住情報が提供されるようにな

っています。一方向に情報を提供していくのではなく、利用者 

との間に双方向で情報交換していくことで、個別のニーズに対 

応していくことが今後の課題になっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標４ 分かりやすい住宅情報提供と相談窓口の充実 

基本方針８ 
住まいに関する相談窓口
の設置と住情報の提供 

（１）総合的な住宅相談窓口の設置 

①総合的な相談窓口の設置 （新規） 

（２）インターネットを活用した住情報提供 

①インターネットを活用した住情報提供（新規）

（３）住宅関連事業者との連携 

①住宅関連事業者との連携 （新規） 

京都市すまい体験館 

ひょうご住まいサポートセンターのホームページ
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●基本方針８ 

住まいに関する相談窓口の設置と住情報の提供 

高齢者が必要とする情報にアクセスしやすくするために、高齢者に利用しやすい方法で、市内の

住宅施策等の情報発信を進めて行くことが必要になっています。 
住宅の改築や住み替え計画の実現に関すること、改築や住み替えの相談相手、施工業者の選び方、

物件の情報等が得難いといったことが、困難な点としてあげられています。住まいについての情報

を求めている人に対して、情報を得やすくすることが必要になっています。 
民間と連携して住宅情報を提供する仕組みを構築していきます。 

 

（１）総合的な住宅相談窓口の設置 

① 総合的な相談窓口の設置 （新規）  
住宅の改修、適切な住み替え、住宅の瑕疵への対応、資産運用、暮らしの相談、社会

福祉施設の利用等を含めた住宅総合相談窓口を設置します。 
相談だけでは十分ではない場合には、専門家等を現地に派遣する制度についても検討

します。また、こうした専門家を登録する制度についても検討します。 
 

（２）インターネットを活用した住情報提供 

① インターネットを活用した住情報提供 （新規） 
民間等と連携して、住宅確保に関する制度等や住宅情報をインターネットによって提

供します。 
 

（３）住宅関連事業者との連携 

① 住宅関連事業者との連携 （新規） 
適切な住み替え先となる住宅についての情報入手を円滑にするため、関連業界と連携

して、高齢者向けの住宅情報を提供する仕組みづくりを検討します。 
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富山市高齢者住宅整備計画における課題及び施策体系 

基本目標 現況から見えてきた課題 

１．高齢化に対応し長く住みつづけられ
る住宅ストックの形成 

 
本市の住宅ストックは建築年の古い住宅が多くみら

れるものの、住宅の面積は広く比較的良好といえます。

優れた既存住宅ストックを可能な限り有効に活用して

いきます。 
高齢者の約８割が現在住んでいる住宅での居住を希

望していることに応えていきます。建物の耐久性、バ

リアフリー化等の機能性の向上に対応する等、住宅ス

トックが長期間快適に利用できるようにしていきま

す。 

１．既存住宅ストックのバリアフリー化 
・バリアフリー改修への要望は高くなっています。 
・家屋内での転倒事故もみられ安全な住環境が求められています。 
 
２．老朽化した住宅の改善と適切な建替え 
・築年数の古い住宅に居住している高齢者が多く、特に、新耐震基準適用以前

に建築された住宅については耐震性の不足が心配されます。 
・収入の低下する高齢者世帯では、住宅改修が必要ではあっても、生活費を確

保しつつ建物の改修費を確保することが難しいため、なかなか実施出来ない

場合があります。 

２．高齢者が安心して暮らせる住まいの
確保 

 
高齢になり住まいの維持管理のしやすい住宅や、家

賃の低廉な住宅への住み替えを求める高齢者の増加が

予測されます。公営住宅や民間賃貸住宅の活用を通し

て、高齢者の多様な住宅の選択肢を広げていきます。

 
 

３．多様な高齢者世帯への対応 
・高齢者世帯の状況によって住まいに関する意向や課題は様々異なっていま

す。 
 
４．加齢に伴う暮らしぶりの変化への対応 
・介護が必要になった場合、収入が減少した場合、退去しなければならない場

合（住み替え先住宅の確保）等、住生活に関わる心配ごとへの対応が課題と

なっています。 

３．高齢者に配慮した安全で住みよい住
環境の形成 

 
住環境については高齢者に配慮された良質なものと

していきます。ハード面の整備に留まらず、福祉施策

と連携し、地域で支えあう仕組みを形成していきます。

さらに、子供世帯との同居や隣居を誘導することで、

家族であるいは地域で互いを支えあう暮らしの実現を

目指します。 
単身の高齢者については、住生活全体に対する不安

感が大きくあります。住宅を中心にしつつも、福祉施

策等と連携して、交流拠点の創出等により、コミュニ

ケーションの場の整備を進めます。 
 

５．高齢者にとっても暮らしやすい住環境の確保 
・高齢になると車の運転がしにくくなることがあるため、車を利用しなくても

快適に生活できる住環境が求められています。 
・買い物や、公共施設の利用、生き甲斐や趣味活動等、日常生活の利便性の確

保が求められています。 
 
６．親子同居・近居が可能となる条件整備 
・近隣地域での住宅市場の整備が求められています。 
・同居による介護の発生に関する不安の低減が求められています。 
 
７．都心部における居住の確保 
・子供世帯等の郊外転出傾向への歯止めが求められています。 
・親子同居、隣居、近居により家族の絆を大切にする居住要望がみられます。

 
８．加齢に伴う不安の解消・コミュニケーションの機会
の不足への対応 

・加齢に伴う心理的な変化（一人ぐらしの不安、自分と家族の健康への不安、

経済的な不安等）への対応が求められています。 
・都心部におけるコミュニティ活動の場の不足、郊外部での交流活動の不足へ

の対応が求められています。 
 

４．分かりやすい住宅情報提供と相談窓
口の充実 

 
住まいづくりやまちづくりの主体である市民に、わ

かりやすく住情報サービスを提供し、また、相談業務

を充実することで、市民参加による地域特性に応じた

住まい・まちづくりを支援していきます。 
 

９．住宅に関する情報の不足への対応 
・適切な住宅情報の入手の困難性 
・行政の住宅施策や助成制度等周知の不足 
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基本方針 基本施策 

１．住宅のバリアフリー化の推進等による長く住み
つづけられる住宅ストックの整備 

(1)情報提供等によるバリアフリー化の啓発と普及 
(2)住宅改修に関する情報提供と相談 
(3)住宅改修のアドバイスのための専門家の派遣 
(4)住宅のバリアフリー改修支援 
(5)住宅改修に関する研修会の実施 
 
 

２．老朽家屋の建替えや耐久性を向上するための住
宅改修の支援 

 

(1)住宅の耐震性の向上と住宅性能表示等による住宅の質の向上 
(2)住宅改修費用の融資制度についての情報提供 
 
 
 

３．民間の住宅事業者等による高齢者向け住宅の供
給と高齢者の入居の円滑化 

(1)高齢者の入居を拒まない住宅の登録制度の普及 
(2)高齢者に住宅を賃貸するオーナーの支援 
(3)民間による高齢者向け住宅等の供給誘導 
 

４．高齢者に配慮した公営住宅の供給 (1)市営住宅の高齢者対応改修 
(2)市営住宅における高齢者の住み替え制度の活用 
(3)シルバーハウジング等の供給 
(4)市営住宅の建替え整備等に併せた社会福祉施設整備 
 

５．高齢者にとって暮らしやすい住環境の整備 (1)住環境のバリアフリー化 
(2)生活環境の充実 
(3)地域コミュニティの育成 
(4)地域福祉的な見守りネットワーク構築 
 
 
 
 

６．都心部における若年ファミリーの定住誘導及び
子供世帯との隣居・同居の支援 

(1)都心部におけるファミリー向け住宅の供給誘導と住宅取得支
援 

(2)都心居住モデル事業の検討 
 
 
 
 

７．交流の拠点創出 
 

(1)空き店舗を利用した交流拠点の整備 
(2)空き家を利用した小規模ケア施設等の整備 
 
 
 
 

８．住まいに関する相談窓口の設置と住情報の提供 (1)総合的な住宅相談窓口の設置 
(2)インターネットを活用した住情報提供 
(3)住宅関連事業者との連携 
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Ⅲ．推進方策 

 
１．計画期間における取り組み 
 

（１）住宅施策と福祉施策との連携 

 

高齢者住宅整備計画の推進にあたっては、住宅政策のみを単独に考えるのではなく、福祉政策

や都市計画、中心市街地活性化策など、多様な分野と連携して取り組んでいくことが必要です。

特に、高齢者問題に直接取り組む高齢者福祉担当課及び介護保険担当課と連携して施策を展開し

ていくことは重要です。連携に際しては以下の項目に留意することが必要です。 
 

① 施策・制度における連携 
在宅での暮らしを支えるには、居住環境の整備と共に地域福祉が充実していることが求められま

す。例えば、心身虚弱になった高齢者が在宅で生き生きと暮らしつづけるためには、住宅改修など

により暮らしやすい居住環境を確保するとともに、介護保険などを利用して生活支援や在宅介護を

合わせて実施し、住宅と福祉の両面から住生活を支援していくことが必要になります。 
 

② 居住系施設の連続性 
在宅での暮らしが困難になり、高齢者に配慮された居住施設への住み替えが必要と考えられる場

合に、バリアフリーの完備された高齢者向け住宅のほかにも、住宅に類似した社会福祉施設の利用

が希望されることがあります。近年では、ケアハウスのように社会福祉施設でありながら住宅に類

似した施設が増えてきており、高齢者の多様な居住選択の幅を広げることに寄与しています。住宅

政策の範疇にある公共住宅に加えて、住居系の社会福祉施設を住宅の一部として捉えることにより、

高齢者にとって多様な居所選択が可能になります。 
 

③ 人材面における連携 
在宅で住みつづけられるためには、高齢者向けの住宅改修の支援は重要な施策です。ただし、高

齢者個々の身体機能や経済状況に応じた改修を行うことが必要であり、住宅リフォームの技術者だ

けではなく、医療・福祉系の専門職の意見を聞くことも大切です。また、改修費の補助金などを利

用する場合には、行政が協力して一緒に相談に乗り対応方法を検討することが必要になります。こ

のように、人材面においても住宅と福祉との連携が求められています。 
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（２）市民、事業者、行政との連携による高齢者住宅整備の推進体制 

 

高齢者住宅整備計画を推進するためには、市民、事業者、行政が協働で取り組むことが求められ

ます。これらのネットワークの形成方針とそれぞれの役割分担について整理します。 
 
（図 3・1 市民、事業者、行政の連携による高齢者住宅整備推進体制のイメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 市民の取り組み 
・良好な住まいの維持管理への取り組み（バリアフリー化、耐震改修、維持管理等）。 
・互いに支えあう住環境づくりへの参加（地域コミュニティの維持、活性化等）。 
 

② 事業者の取り組み 
・高齢者にとって豊かな住まいの建設と供給（新設住宅におけるバリアフリーの確保、コストの縮

減、リフォーム等についての適切な相談と情報提供、高齢者向け優良賃貸住宅の建設等） 
・住宅供給や住環境を創造する主体としての倫理の確立（違反建築をしない、適正な費用、エンド

ユーザーに対する的確な説明義務、福祉の面からの住環境整備に関する積極的な情報収集等） 
・住宅市場などに関する情報の収集と提供。 
 

③ 行政の取り組み 
・公的賃貸住宅の供給と適切な管理 
・住宅に困窮している市民へのサポート（相談・コーディネート） 
・住宅に関する情報の収集と提供 
・高齢者向け住宅の建設や住宅改修に対する支援 
・民間事業者や市民による地域貢献への取り組みに対する支援 
 

市民（住まい手） 

（高齢者、高齢者の同居する世帯） 

事業者 行政 

・良好な住宅の
供給 

・良好な住宅ス
トックの形成 

・住宅に関する
情報提供 

・地域の情報の提供 
・良好な住まいの維持
管理への取り組み 

・互いに支えあう住環
境づくりへの参加 
 

・情報の提供と啓発 
・住宅供給に関する支援 

・良好な住宅供
給への働きか
け 
・地域の情報の
提供 

・公的賃貸住宅の
供給 

・相談とコーディ
ネート 

・情報収集 
・住宅改修工事に
対する支援 

 

・情報の提供 
・イベント等
の共催 

・共同研究 
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２．重点プロジェクト 
 

高齢者住宅整備に関する住宅行政の具体的な取り組みについて検討します。 
Ⅱで整理した基本施策はそれぞれが固有の目標と施策対象を持つものです。しかし、具体的な取

り組みについては施策相互に関係が深く同時に取り組む方が効果的なものがあります。また、順序

を追って取り組むことでさらに大きな効果をあげると考えられるものもあります。 
そこで、本市の高齢者住宅整備計画における基本施策の実施にあたり、次の 3つのプロジェクト
を軸に、地域福祉施策など高齢者の住まいづくりに関連の深い施策と協力しながら、高齢者住宅整

備に関する基本施策を段階的、戦略的に実施していくものとします。 
 

（１）住まいに関する情報提供と相談体制の充実 

高齢者の住宅対策への入り口となる相談窓口を整備します。相談窓口を運用していくことで、適

切な情報提供を行います。さらに、個別性の高い高齢者の住宅ニーズに応えていくことを通して具

体的な高齢者のニーズを探るとともに、事業者や市民にも情報提供や住宅施策への協力を呼びかけ、

効果の高い施策展開を図っていきます。 
 

（２）地域での安心居住の実現 

身体機能の低下等により自立して生活することが困難になった高齢者に対して、地域で助け合

う関係を育むために、地域での見守りネットワークやボランティアの育成、情報提供、交流活動

等を推進し、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援していきます。 
 

（３）高齢者向けの公的賃貸住宅の供給 

地域の事業者と市とが協力し、高齢者が安心して住みつづけられるような住まいをつくってい

きます。高齢者にとって安心して暮らせる住宅を供給することに留まらず、富山市の高齢者住宅

供給のモデルを示すことで民間事業者などが主体的に高齢者向け住宅の供給を行うような条件を

整えていきます。 
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（１）住まいに関する情報提供と相談体制の充実 

 

高齢者のための住宅相談体制について、次のように段階的に充実していきます。 
 
 

ステップ１  高齢者の住まいに関する相談窓口の設置 

○高齢者の住まいに関する相談窓口を設置します。 
○高齢者の住まいの相談窓口を開設したこと、高齢者住宅整備計画を策定したこと、高齢者住宅に

関する施策の実施内容などを広く市民にホームページ等で情報提供します。 
○個々の相談内容については記録を取り、関連部局の意見等を踏まえて分析し、今後、より効果的

な相談が可能なように、相談時に参考になる相談事例集等をまとめます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステップ２  民間事業者等への働きかけ 

○相談者の相談したい内容が、住まいに限らず福祉や建築等多分野に関わる場合にも、対応可能な

ように、それぞれの専門部局と連携した相談体制を取ることができるようにします。 
○相談内容が専門的な内容を含む場合には、必要に応じて、建築や法律等の専門家の助力を得られ

るように各関連団体等に働きかけます。 
○民間事業者に対して高齢者の住まいの相談の状況等の情報提供をすることで、民間事業者に高齢

者の住まいに関するニーズを知らせるとともに、住まいづくりについて啓発し、民間の立場から

高齢者が安心して住むことのできる住まいづくりを進めていくように誘導していきます。 
 
 
 
 
 
 

相談事例の記録 

⇒ＱアンドＡの作成 

相談窓口 

相談者 

必要に応じて関連部局

に協力要請 

相談窓口 関連部局 

地域の専門家 
相談者 
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ステップ３  協働による住まいづくりの展開 

○民間事業者と高齢者の住まいについて定期的に勉強会を開催したり、情報交換をしたりすること

で、民間事業者とのネットワークを深めていきます。 
○将来的には、市民活動団体やＮＰＯ等との連携により、高齢者の住まいの問題をコーディネート

できる仕組みを地域につくりあげていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステップごとに、市民と民間事業者を巻き込んだ仕組みを構築していきます。 
 
（相談体制を充実していく推進イメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ステップ１では、既存組織の中に相談窓口を作ります。ステップ２では庁舎の外に出て市内の高

齢者の住まいに関連する団体とのネットワークを構築します。ステップ３では、市民や民間事業者

を巻き込んだ住まいづくり体制を構築していきます。 
相談窓口の展開を通して、市民、事業者、行政の連携による、高齢者の住まいづくりのための体

制を実現していきます。 

相談窓口

の設置 

市内関連団体

とのネットワ

ーク構築 

市民・民間事業者を

巻き込んだ住まい

づくり体制 

 

住まい・まちづくり

に関するＮＰＯ等

相談者 

行政 

建築士 

不動産業者 

医療・福祉 
専門家 

大工・施工業
者の団体 

銀行・金融
機関 

介護保険 
事業者 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ 
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（２）地域での安心居住の実現 

 

要援護高齢者及び一人暮らしの高齢者が、安心して在宅生活が送れるよう、在宅介護支援センタ

ーが連絡調整し，地域住民と共に高齢者の地域ケア体制を推進します。 
地域型在宅介護支援センターと基幹型在宅介護支援センターにより地域ケア体制を構築してい

きます。 
 

●地域型在宅介護支援センターにコーディネーターを配置することで次のような支援をしていき

ます。 
 

① 高齢者支援ネットワーク 
「自宅ですごしたい」と願う高齢者が、安心して在宅生活を送れるよう、地域の人たちでネット

ワークをつくり支援します。「一人での生活が不安になってきた人」「徘徊がひどくて在宅での介護

が困難になってきた人」に対して、地域ケア推進コーディネーターが地域の人達とのネットワーク

をつくり支援します。 
 

② 介護ボランティアの育成 
 介護を必要としている人の在宅生活を支援するために、庭の草むしりや話し相手などボランティ

アを必要とする人、またはボランティアをしたいという人の声に応え、介護ボランティアを支援し

ます。 
 

③ 介護予防・福祉情報の提供 
 高齢者が福祉サービスを利用しやすいように、地域の福祉サービス情報を提供します。 
例えば次のようなサービスです。 
・配達してくれる弁当屋さん、八百屋さん 
・訪問してくれる美容院、理容院 
・往診してくれる医療機関 など 
 

④ 介護予防ふれあいサークル 
介護が必要な状況になっても、いつまでも健康で生き生きとした生活をすごせるように、自宅な

どで行うサークル活動を育成します。 
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コーディネーターの配置（地域型在宅介護支援センター） 
地域の人が主体となり活動できるように、調査役としての機能を果たす 

 

 

地域の関係機関・団体 

「介護予防ふれ

あいサークル」運

営など協力 

介護予防ふれあい

サークル 
 
介護のボランティアの

育成 

介護予防・福祉情報の

提供 

連携 

依頼 

支援・協力依頼 

長寿会 

主治医 

新聞配達員 

弁当配達員 

町内会 

ご近所の方 

高齢福祉推進員

消防団員 

ボランティア

要援護高齢者等 

警察官 
親戚友人

長寿会 

基幹型在宅介護支援センター 
（介護保険） 

施設入所者在宅復帰支援モデル

事業 

支援 
派遣

派遣

一人暮しの 
高齢者 

要援護高齢者支

援ネットワーク

事業 

 
（地域ケア体制のイメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）介護予防ふれあいサークル 
富山市では、高齢者や見守りが必要な高齢者が地域で安心して暮らせるように、また、施設へ入所して

いる方々の「家庭ですごしたい」という希望をかなえるため、地域ケア体制の推進と在宅復帰に向けた様々

な事業に取り組んでいます。 

介護予防ふれあいサークルとは、75歳以上の後期高齢者や一人暮らしの高齢者で、ご近所レベルまでし

か外出できなくなった方、閉じこもりがちな方、日常生活に不安な方をはじめ地域ケア推進コーディネー

ターとして援護が必要だと判断される高齢者の方を含んで、自宅や近くの公民館、浴場、空き店舗等を利

用して、趣味活動等を通してふれあい、豊かに生きていただくことを目的としたサークルです。平成 15

年 12月現在 63団体が登録されています。 

 
 

①

②

③

④
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（３）高齢者向けの公的賃貸住宅の供給 

 

① 市営住宅の高齢者向け改善 
・建替えや改修によって、市営住宅のバリアフリー化（手すりの設置、段差の解消、エレベーター

の設置、住戸内のバリアフリー改善、緊急通報装置の設置等）を促進し、良質なストックを形成

します。 
・階段室型の既存市営住宅へのエレベーターの整備を検討します。 
・既存市営住宅の高齢者向け住戸改善戸数は、富山市公営住宅ストック総合活用計画に基づき、計

画期間中に約 100戸を実施します。 
・高齢により階段昇降に著しく支障をきたす場合等において、高齢者向け改善住宅や低層階の住戸

等への住み替えを引き続き進めます。 
 

② シルバーハウジング等の供給 
・市営住宅の新規建設や建替えにおいて、高齢者、障害者向けの住宅供給を引き続き推進します。

特に、高齢単身や夫婦のみの小世帯向けの高齢者住宅であるシルバーハウジングの供給を推進し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・新規建設、建替え、高齢者向け改善等によって、市営住宅の高齢者に配慮したストックが平成 27
年度までに概ね全体のストックの 4割となることを目標として整備していきます。 

 

老人福祉施設 
（デイサービス

センター等） 

福祉行政 住宅行政 

設
計

支
援
内
容

高齢者向け住戸 
手すり、緊急通報システム装置等 

安否の確認、緊急時の対応 
一時的な家事援助等 

ＬＳＡ（生活援助員）によるサ

ービスの提供 
生活相談室 
団らん室など 

市営住宅 
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③ 高齢者向け優良賃貸住宅の供給 
・民間事業者が行政の支援を受けて建設する高齢者向けの賃貸住宅である、高齢者向け優良賃貸住
宅の供給を推進します。 

・供給に際しては、富山市の高齢者向け優良賃貸住宅誘導基準（p33 参照）に基づき、より望まし
い住宅となるよう指導・助言を行います。 

・都心部においては、①バスや路面電車といった公共交通の密度が高く車を使わずに移動しやすい
等利便性が高いこと、②商業等の既存ストックが充実しており日用品の購入等の面で暮らしやす
いこと、③娯楽施設や文化施設が集まっており余暇活動を行いやすいこと等の特徴があります。
都心部において、高齢者の暮らしを支える条件が整っていることから、高齢者向け優良賃貸住宅
の都心部での建設を誘導します。 

・社会福祉施設と高齢者向け優良賃貸住宅の併設を誘導し、住宅施策と福祉施策との効果的な連携
を図ります。 

・高齢者向け優良賃貸住宅の供給誘導を通して民間事業者と行政との連携を深めていきます。民間
ベースでの住宅供給のモデルを検討し、将来的には高齢者対応がより一般的なものとなるよう誘
導していきます。 

 
（民間事業者との連携によるモデル的な高齢者向け優良賃貸住宅供給の流れのイメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●高齢者住宅整備計画 
・誘導基準の検討 
○モデルプロジェクトの検討 
・建築、運営など条件の設定 
・長期的な供給計画 
・認定基準の検討 

○民間事業者への啓発と誘導 
・モデルプロジェクトの周知 

○住宅整備に関連した各種制度等の周知 
・民間事業者に対する情報発信 
（ホームページへの掲載、パンフレットの配付等）

○具体的なプロジェクト案件の発生 

○民間と行政との共同検討 
・建築計画、運営計画への指導（市担当課と民間

事業者との間での調整）

○高齢者向け優良賃貸住宅の供給と運用 

○モデルとして他の民間賃貸住宅事業を啓発し

ていく 
・パンフレット等での情報提供 
・見学会実施 

次のプロジェク
トの連鎖的発生

案件の発生 
※誘導基準をクリアしている

かどうかのチェック＋モデ

ルプロジェクトの検討によ

る望ましい事業計画への指

導 
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④ 高齢者向け優良賃貸住宅の需要と供給戸数の想定 
 

富山市住宅マスタープランでは、平成 16 年度から 25 年度までの 10 年間における公的賃貸住宅
需要は約 3,000世帯であり、そのうち公営住宅の入居対象となる世帯は約 2,300～2,800世帯、高齢
者向け優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅の入居対象となる世帯は約 0～600 世帯、特定優良賃貸
住宅の入居対象となる世帯は約 200～500世帯と推計しています。 

（公的賃貸住宅需要） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※住宅弱者対策：最低居住水準未満の民営借家・給与住宅に居住する普通世帯と平成 25 年度までの新規形成世帯のうち、最
低居住水準を満たす民営借家の新規入居家賃を自力で支払えない世帯。 
※高齢者対策Ⅰ：最低居住水準以上誘導居住水準未満の民営借家・給与住宅に居住する普通世帯のうち、世帯主が 65 歳以上
となり最低居住水準を満たす民営借家の新規入居家賃を自力で支払えない世帯。 
※高齢者対策Ⅱ：誘導居住水準未満の民営借家・給与住宅に居住する普通世帯のうち、世帯主が 65 歳以上となり、最低居住
水準を満たす民営借家の新規入居家賃を自力で支払えるが、公的援助を受けても都市型誘導居住水準を満たす年収５倍の住
宅を取得できない世帯。 

※少子化対策Ⅰ：最低居住水準以上誘導居住水準未満の借家・給与住宅に居住する普通世帯のうち、世帯主が 25歳以上 49歳
以下、世帯人員２人以上となり、最低居住水準を満たす民営借家の新規入居家賃を自力で支払えない世帯。 
※少子化対策Ⅱ：誘導居住水準未満の民営借家・給与住宅に居住する普通世帯のうち、世帯主が 25歳以上 49歳以下、世帯人
員２人以上となり、最低居住水準を満たす民営借家の新規入居家賃を自力で支払えるが、公的援助を受けても都市型誘導居
住水準を満たす年収５倍の住宅を取得できない世帯。 

 
公的賃貸住宅需要の表の中で、高齢者向け優良賃貸住宅の入居対象となる需要層は高齢者対策Ⅰ

分（243 世帯）及び高齢者対策Ⅱ分（325 世帯）ですが、本市の高齢者向け優良賃貸住宅の供給に
おいては、原則として高齢者対策Ⅱを対象と想定し、計画期間中の供給戸数を 300戸程度とします。 
※高齢者対策Ⅱについては、公営住宅、特定優良賃貸住宅でも併せて援助していきます。 

 

高齢者対策Ⅰ分※
（243世帯） 

住宅弱者対策※（うち高齢
単身及び２人以上世帯）
（1,039世帯） 

少子化対策Ⅰ分※ 
（1,248世帯） 

少子化 
対策Ⅱ分※ 
(183世帯)

高齢者
対策Ⅱ分※
(325世帯)

年収５倍の都市居住型 
誘導居住水準の住宅、 
公庫資金による取得ライン

最低居住水準 
自力確保ライン

収入分位← 
 25％以下 

収入分位← 
 40％以下 

最低居住 
水準未満 

最低以上 
誘導居住 
水準未満 

公営住宅での対応可能分 
特定優良賃貸住宅での対応可能分 

高齢者向優良賃貸
住宅対応可能

高齢者向け優良賃貸住宅での対応可能分 

公営住宅
対応可能公営住宅 

特定優良賃貸住宅
対応可能 
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Ⅳ．今後に向けて 

 
１．高齢者の心のケアへの対応 
 高齢になると心理面での不安定さが生じてくることがあります。住宅、住環境の整備においては、
ハード面の充実だけではなく、心のケアについても配慮してすすめていくことが必要になります。
住宅施策として対応していくだけではなく、コミュニティの育成、地域で支え合う仕組みの醸成な
ど、目に見えない部分の居住環境の充実が課題になっています。 
高齢期の暮らしについての課題に共感をもって取り組める地域社会の実現のためには、住宅施策、
福祉施策といった枠を越えて、さらに、地域社会と行政とが連携し、総合的に取り組んでいくこと
のできる雰囲気づくりが必要です。 
 

２．行政の横の連携のさらなる充実 
 行政は組織の効率性やサービスの公正さを保つために、担当課ごとに役割分担が明確になってい
ます。しかし、市民の目からは一つに見えています。行政サービスを利用しやすくするためには、
一つの窓口にいき、そこから必要なサービスを受けるための相談がすぐに始められるような状況が
求められています。 
高齢者が求めているサービスや相談の内容には複合的な内容も多く、対応すべき担当課は複数に
またがることもあります。担当課の横の連携を密接にし、行政組織が一体となって取り組むことが
できるようにするため、情報や課題の共有化を進めていきます。 
 

３．地域の専門家との連携 
 住宅に関する専門家は地域に存在し、行政が得られないような詳細で具体的な地域情報を持って
います。高齢者の、住まいに対するニーズに最初に気づくのは地域の大工さんであり、不動産屋さ
んです。様々な地域の課題について深く理解している専門家の方は少なくないと思われます。 
高齢者にとって快適な住環境を構築していくには、こうした人材を有効に活用していくことが有
効です。そして、様々な知恵を継承していくことで、地域の住文化として育成していくことが可能
になります。 
 

４．住まい方の啓発 
 住宅と住環境を創出し維持していくには、市民一人ひとりの取り組みが大切です。バリアフリー
化についても利用者がその有効性や必要性に気づいていなければ進みません。情報発信についても
利用者が自ら情報を得ようとしなければ活用されません。市民が自分の住まいについて考え、より
よい住宅ストックを形成していくよう努力することが求められています。住まいについて学びあい、
啓発しあうような状況が必要です。そして、高齢者住宅整備計画を推進していく中で生じる課題に
対して、市民、事業者、行政が協働して、総合的に取り組んでいくことが求められます。 
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 高齢者向け優良賃貸住宅の認定に際しては、省令等による国の基準に加え、より高齢者にとって
望ましい住宅となるよう、富山市独自で定めるガイドラインに基づいて指導・助言を行い、優良な
賃貸住宅ストックの形成を誘導します。 
 
●富山市のガイドライン 

項目 富山市独自の基準 

敷地面積 
集合住宅として一定の規模が必要なことから、敷地面積は 300㎡（90坪）程度を最低
限度とする。 

立地 

建設地は生活に利便で、原則として徒歩で生活できる場所とする。具体的には次のよ
うな条件を満たす地域とする。 
①徒歩５分程度以内に、ショッピングセンター、生活用品店、コンビニエンスストア
などの物販店、病院・診療所等の医療施設、市役所・地区センター、郵便局、消防
署、金融機関、公民館といった公共機関が立地しているなど様々な機能が集約して
いる地域にあること。 
②在宅介護支援センター、デイサービスセンター等、高齢者向け優良賃貸住宅が連携
しやすい社会福祉施設が近隣にあること。（併設も可） 
③最寄りの駅かバス停が、徒歩で５分程度以内にあり公共交通機関の利用が容易であ
ること。 

面積 
１戸の専有面積は原則 35㎡以上。 
また、可能な限り都市居住型誘導居住水準に示された中高年の１人世帯の基準である

43㎡を目指す（居間、食堂、台所等の共用の設備が充実している場合は 25㎡以上）。 

住
戸
の
基
準 

その他の住戸内基準 食事室と寝室を分けること。 

共用部分 

入居者間のコミュニケーションを図りやすいように、集会室や共用のリビングルーム
等の共用室やオープンスペースを設けること。 
集会室等の共用部分や敷地は地域開放をすることを前提に計画すること。 
階数が２以上の場合にはエレベーターを設置すること。 
敷地内の通路やオープンスペースは車椅子が通行することができること。 

付帯施設 社会福祉施設との併設や、特定優良賃貸住宅との合築を積極的に導入すること。 

サービス 
原則として緊急通報サービスを提供する。 
規模に応じ、可能な限り生活支援サービスを実施すること。 

管理 協力を依頼できる社会福祉施設や医療施設が明確になっていること。 
 
●省令等による国の基準 

項目 省令等による国の基準 

戸数 ５戸以上 

規模 
１戸あたりの床面積は原則 25㎡以上。（居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同し
て利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は 18㎡以上） 

構造 原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室。 

整

備

基

準 住戸内基準 高齢者の身体機能の低下に対応した構造及び設備。 
サービス 緊急時に対応したサービスを受けうること。 

管理 
管理の期間：10年以上。 
的確な管理：①公募原則②抽選等公正な方法による入居者の選定③計画的な修繕④適

切な事業経営計画 

入居者資格 

①60歳以上。（所得による制限なし） 
②入居者が単身者であるか、同居者が配偶者若しくは 60歳以上の親族、または入居者
が病気にかかっていることその他の特別な事情により入居者と同居させることが必
要であると都道府県知事等が認める者。 

賃貸人※の条件 
賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用、能力を有し、都道府県知事等が定
める基準に該当するもの。 

※賃貸住宅の管理を委託又は賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する場合は、当該委託を受けた者又は転貸事業者 

【参考】富山市の高齢者向け優良賃貸住宅誘導基準 
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